組合員資格得喪通知書

令和　　年　　月　　日

土地改良区理事長　様

現資格者　住　所　　　　　　　　　　　　　

　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印
新資格者　住　所　　　　　　　　　　　　　

　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生年月日 　　　　  年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　                      
　下記事項により組合員資格が得喪したので、土地改良法第43条第1項の規定により通知します。

記

１　資格得喪の対象たる土地

	市町村名
	大　字
	小　字
	地　番
	地　目
	用　途
	地　積(㎡)
	備考
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※相続等で全ての農地が対象になる場合は、【全筆】と記入して下さい。

２　資格得喪の原因及びその時期

（１）　原　因　　相続・贈与・売買・交換・貸借（契約・解除）・他（　　　　　　）

（２）　時　期　　令和　　年　　月　　日　（農業委員会許可日）

※添付書類　農業委員会許可書等（写）

土地改良区の組合員資格得喪通知書の届け出について
下記により、組合員資格を得喪した場合は裏面の様式にて、土地改良区に届け出てください。

・農地の権利移動があった場合（農地法第3条）

1 農地の売買・貸借・交換等があった場合

2 組合員が経営移譲した場合(農業者年金の受給など)

3 相続により組合員を変更する場合(農業委員会に届出が必要となりました。)

・利用権設定（農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借り）により、組合員資格を変更する場合（貸し手・借り手の双方協議により、組合員資格を決めて下さい。）

・農地の貸借を合意解約した場合（農地法第１８条）

組合員資格得喪通知書を提出される方へ（通知）
土地改良法第42条の規定に基づき、土地改良区の事業に関する権利義務を新資格者が承継することになります。
このため、土地改良区の賦課金(未納や滞納金含む)・事業負担金がある場合及び夫役の分担等については、そのまま引き継がれますので、ご了承願います。

土地改良法　　（権利義務の承継及び決済） 

第四十二条 　土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によってその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。 

２ 　土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。 

土地改良法　　（組合員の資格得喪の通知義務） 
第四十三条 　土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 

２ 　前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。 


〔お問い合せ先〕


木津土地改良区・相楽土地改良区・梅谷土地改良区　⇒　木津川市木津白口6番1　0774-72-8597


木津川市加茂土地改良区・瓶原土地改良区　⇒　木津川市役所加茂支所内　0774-76-8511


山城町土地改良区　⇒　木津川市役所山城支所敷地内　0774-86-5155











